
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
七

○
有
害
図
書
類
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
七

公
　
　
　
告

○
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
八

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
八

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
九

教
育
委
員
会

○
使
用
料
の
収
納
事
務
の
委
託
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
九

○
職
員
の
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
九

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
峡
東
建
設
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
六
月
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
の
年
月
日

平
成
二
十
四
年
六
月
七
日

二
　
指
定
道
路
の
位
置

笛
吹
市
御
坂
町
夏
目
原
字
鍬
柄
田
千
二
百
九
番
五

三
　
指
定
道
路
の
幅
員

四
・
三
五
メ
ー
ト
ル

四
　
指
定
道
路
の
延
長

三
十
四
・
五
二
メ
ー
ト
ル

山
梨
県
告
示
第
二
百
十
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
富
士
・
東
部
建
設
事

務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
六
月
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
の
年
月
日

平
成
二
十
四
年
六
月
七
日

二
　
指
定
道
路
の
位
置

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
字
猫
穴
三
五
一
八
番
三
、
三
五
一
八
番
六
、
三
五
一
八
番
七
、
三

五
一
九
番
五
、
三
五
一
九
番
七
、
三
五
一
九
番
八

三
　
指
定
道
路
の
幅
員

最
大
五
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
　
最
小
四
・
〇
一
メ
ー
ト
ル

四
　
指
定
道
路
の
延
長

三
一
・
九
三
メ
ー
ト
ル

山
梨
県
告
示
第
二
百
十
五
号

青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三
号
）

第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
も
の
を
有
害
図
書
類
と
し
て
指
定
し
、
平
成
二
十
四
年
六
月
七

日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
四
年
六
月
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
す
る
図
書
類
（
雑
誌
）
の
名
称
及
び
発
行
所

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

発
　
　
行
　
　
所

原
色
文
学
五
月
増
刊
号
　
人
妻
「
欲
情
」
劇
場

光
彩
書
房

原
色
文
学
　
平
成
二
十
四
年
四
月
号

光
彩
書
房

実
話
時
代
五
月
号

メ
デ
ィ
ア
ボ
ー
イ

ｍ
ｉ
ｎ
ｉ
Ｂ
ｅ
ｒ
ｒ
ｙ
　
ｖ
ｏ
ｌ
　
２

秋
水
社

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
三
十
四
号
　
　
平
成
二
十
四
年
六
月
七
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
二
七

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
四
年

六
月
七
日

第
二
千
二
百
三
十
四
号

木　曜　日

・



恋
愛
熱
情
　
ラ
ブ
パ
ッ
シ
ョ
ン
　
五
月
号

一
水
社

恋
愛
宣
言
　
Ｐ
Ｉ
Ｎ
Ｋ
Ｙ
　
Ｖ
Ｏ
Ｌ
　
１
２

秋
水
社

裏
モ
ノ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
六
月
号

鉄
人
社

裏
ネ
タ
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｋ
六
月
号

株
式
会
社
ダ
イ
ア
プ
レ
ス

二
　
指
定
す
る
理
由

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
甚
だ
し
く
粗
暴
性
を
助
長
し
、
又
は
著
し
く
犯
罪
を
誘
発
す
る
等

青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

公
　
　
　
告

'

落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ

シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
二
十
四
年
六
月
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
落
札
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

人
事
給
与
福
利
厚
生
シ
ス
テ
ム
保
守
業
務
委
託
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

山
梨
県
企
画
県
民
部
情
報
政
策
課
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

四
　
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
Ｙ
Ｓ
Ｋ
　
ｅ
│

ｃ
ｏ
ｍ
　
山
梨
県
甲
府
市
湯
田
一
丁
目
十
三
番
二
号

五
　
落
札
金
額

七
千
五
百
二
十
二
万
二
千
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

指
名
競
争
入
札

七
　
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
十
一

月
一
日
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
四
年
三
月
五
日

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
六
月
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
八
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
こ
わ
ぜ

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
藤
巻
政
寛

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
大
月
市
賑
岡
町
強
瀬
四
百
七
十
八
番
地

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
福
祉
施
設
を
設
置
、
運
営
す
る
こ
と
に
よ
り
、
障
害
を
持
つ
人
々
に
対

し
て
、
社
会
参
加
の
場
を
提
供
し
、
創
作
的
活
動
や
文
化
活
動
を
通
し
て
、
福
祉
の
向
上
と
、
地

域
の
福
祉
意
識
の
高
揚
に
寄
与
す
る
事
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
八
日
ま
で

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
六
月
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
八
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
山
ゆ
り
大
月

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
久
根
口
　
潔

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
大
月
市
大
月
町
花
咲
千
四
百
四
十
番
地
五

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
精
神
障
害
者
等
に
対
し
て
、
障
害
者
自
立
支
援
法
に
則
り
事
業
を
行
い
就
労
の

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
三
十
四
号
　
　
平
成
二
十
四
年
六
月
七
日

三
二
八

・



支
援
や
日
常
生
活
等
の
支
援
を
行
い
通
所
者
の
自
立
と
社
会
参
加
を
図
り
障
害
者
と
そ
の
家
族
が

地
域
に
お
い
て
普
通
の
生
活
が
出
来
る
よ
う
な
地
域
福
祉
の
発
展
と
充
実
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
四
年
五
月
三
十
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
九
日
ま
で

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
六
月
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
楽
し
く
笑
っ
て
人
生
を
過
ご
す
山
梨
手
話
の
会

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
遠
藤
な
お
み

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
甲
斐
市
玉
川
千
四
百
四
番
地
五

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
広
く
社
会
の
人
々
に
対
し
て
、
手
話
の
普
及
を
行
い
、
聴
覚
に
何
ら
か
の
障
害

を
持
っ
た
方
々
が
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
臆
す
る
こ
と
な
く
人
生
を
謳
歌
で
き
る
社
会
作
り
を
促
進
す

る
と
と
も
に
、
聴
覚
障
害
へ
の
理
解
を
深
め
る
活
動
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
全
て
の
人
々
が
等
し

く
安
心
し
て
生
活
で
き
る
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
社
会
の
推
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
四
年
五
月
三
十
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
九
日
ま
で

教
育
委
員
会

'

使
用
料
の
収
納
事
務
の
委
託

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
使
用
料
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
。

平
成
二
十
四
年
六
月
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
委
託
の
相
手
方

南
巨
摩
郡
身
延
町
切
石
三
百
五
十
番
地
　
身
延
町

二
　
委
託
に
係
る
使
用
料

山
梨
県
立
な
か
と
み
青
少
年
自
然
の
里
の
使
用
料

三
　
委
託
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

'

使
用
料
の
収
納
事
務
の
委
託

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
使
用
料
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
。

平
成
二
十
四
年
六
月
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
委
託
の
相
手
方

上
野
原
市
上
野
原
三
千
八
百
三
十
二
番
地
　
上
野
原
市

二
　
委
託
に
係
る
使
用
料

山
梨
県
立
ゆ
ず
り
は
ら
青
少
年
自
然
の
里
の
使
用
料

三
　
委
託
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

山
梨
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号

庁

中

一

般

県

立

図

書

館

県

立

美

術

館

県

立

博

物

館

県
立
考
古
博
物
館

県

立

文

学

館

職
員
の
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
六
月
七
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
員
長
　
　
久
保
嶋
　
　
正
　
　
子

職
員
の
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「（
施
行
期
日
）」
を
付
し
、
附
則
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

（
県
立
図
書
館
に
勤
務
す
る
職
員
に
関
す
る
特
例
の
適
用
の
停
止
）

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
三
十
四
号
　
　
平
成
二
十
四
年
六
月
七
日

三
二
九



２
　
別
表
県
立
図
書
館
に
勤
務
す
る
職
員
の
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
六
月
十
二
日
か
ら
同
年
十

一
月
十
日
ま
で
の
間
、
そ
の
適
用
を
停
止
す
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
三
十
四
号
　
　
平
成
二
十
四
年
六
月
七
日

三
三
〇


